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訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

浴槽を提供して居宅での入浴援助を行い、利用者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図る

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

看護職員

（看護師・准看護師）
1人以上

介護職員 2人以上 1人以上

※看護職員と介護職員で行うサービスだが、利用者の体調が安定していれば主治医の意見を確認のうえ、
介護職員だけで行える（減算される）
※他に減算されるケース
全身入浴が困難で、利用者の希望により清拭または部分浴を実施
同一建物等に居住する利用者にサービス提供

※利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認
知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活
介護、看護小規模多機能型居宅介護を受けている間は、訪問入浴介護費は算定しない。
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